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Ⅷ 負担の軽減 

１ 税金控除・減免
税金の非課税・控除・免除、利用料の減額などが受けられる場合があります。 

制度が変わることもありますので、詳しくは、それぞれの窓口にお問合せください。

（１） 所得税、市民税・県民税の軽減
本人、同一生計配偶者、扶養親族に障害がある場合、所得税、市民税・県民税に

おいて一人につき以下の所得控除（障害者控除）を受けることができます。 

内 容 控 除 額 

所得税 ２７０，０００円 （特別障害者（※）４００，０００円） 

市民税・県民税 ２６０，０００円 （特別障害者（※）３００，０００円） 

※身体障害者手帳１級または２級、療育手帳 A判定、精神障害者保健福祉手帳１級

◆問合せ先

所得税       一宮税務署              電話７２－４３３１（代表） 

市民税・県民税 本庁舎３階３４番窓口（市民税課個人市民税グループ） 

電話２８－８９６３（直通） 

（２） 相続税の障害者控除および特定障害者扶養信託契約に係る 

贈与税の非課税
障害者手帳をお持ちの方は、相続税と贈与税の特例を受けることができる場合が

あります。 

税制改革により変更の可能性があるため、詳しくは下記の問合せ先までお尋ねくだ

さい。

◆問合せ先

一宮税務署          電話 ７２－４３３１（代表） 

（３） 消費税の非課税取引
身体に障害のある方の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有

する物品の譲渡、貸付け等が非課税となります。 

＜非課税の対象となる身体障害者用物品＞ 

・義肢、車いす 

・視覚障害者安全つえ、義眼、点字器 

・人工咽頭 

・その他の物品で身体障害者用物品として指定されたもの 

（平成３年厚生省告示第１３０号） 

◆問合せ先

一宮税務署          電話 ７２－４３３１（代表） 
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（４） 利子所得等の非課税制度
障害のある方を対象に、金融機関の預貯金および公債の利子が非課税になる制

度があります。 

１ 少額預金の利子所得等の非課税制度（通称、障害者等のマル優） 

２ 少額公債の利子の非課税制度（通称、障害者等の特別マル優） 

※確認書類（障害者手帳、年金証書等）が必要です。 

◆問合せ先

各金融機関 

（５） （軽）自動車税
障害者が所有する自動車（軽自動車を含む。）について、（軽）自動車税の減免制度が

あります。減免の適用を受けるためには、次のアからエまでの条件を全て満たす必要が

あります。

（ア） 自動車の所有者

減免を受けられるのは、自動車税にあっては所有者（売主が自動車の所有権を留保し

ているときは使用者）、軽自動車税にあっては納税義務者が次の表に該当する場合に限

ります。 

所持手帳 所有者（使用者）・納税義務者 

身体障害者手帳 
１８歳以上 障害者本人 

１８歳未満  

療育手帳Ａ判定 障害者本人または生計を一にする者 

精神障害者保健福祉手帳１級 

（イ） 自動車の使用目的

運転者 使用目的 

障害者本人 専ら障害者本人が使用するもの 

生計を一にする人   ※１ 

または常時介護する人 ※２ 

専ら障害者本人の通園、通学、通院、通所また

は生業のために使用するもの ※３ 

※１ 「生計を一にする」とは、日常生活の生計を共通にしていることをいいます。 

※２ 「常時介護する人」とは、障害者のみで構成される世帯にある障害者の自動車を 

専ら障害者のために、継続して日常的に運転する方が該当します。 

※３ 障害者の方が入院・入所中の場合は原則として減免の対象にはなりません。 

（ウ） 自動車の台数 

障害者１人につき、自動車または軽自動車いずれか１台に限ります。また、自動車検査

証または自動車検査証記録事項帳票に事業用と記載されているものは減免の対象になり

ません。 
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（エ） 障害程度 ※１ 

障害の区分 
障害者本人が運転する 

場合 

障害者と生計を一にする人また

は常時介護する人が運転する

場合 

身
体
障
害
者
手
帳

視覚障害 １級～４級 １級～４級 

聴覚障害 ２級および３級 ２級および３級 

平衡機能障害 ３級 ３級 

音声機能障害 ３級（喉頭摘出の場合に限る。）

上肢不自由 １級および２級 １級および２級 

下肢不自由 １級～６級  ※２ １級～３級 

体幹不自由 １級～３級および５級 １級～３級 
乳幼児期以前の

非進行性の脳病

変による運動機

能障害 

上肢機能 １級および２級 １級および２級 

移動機能 １級～６級  ※２ １級～３級  

心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・

小腸・ぼうこうまたは直腸

機能障害 

１級～４級 １級～３級 

免疫機能障害 １級～４級 １級～３級 

療育手帳 Ａ判定 Ａ判定 

精神障害者保健福祉手帳 １級 １級 

※１ ２つ以上の障害がある場合には、それぞれの等級で判断しますので、必ずしも身体

障害者手帳の等級と同一ではありません。例えば、下肢不自由の障害４級に該当す

る障害が２つあり、総合等級が３級になるような場合については、生計同一者の運転

では減免に該当しません。（それぞれの障害の等級は４級であるため） 

※２ 下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移

動機能障害の級別が７級に該当する方で、他の障害を併せ持つことにより身体障害

者手帳６級以上をお持ちの方については、これらの等級を６級とみなします。 

◆提出書類および提示書類 

減免申請書のほかに、この表に示

した書類を提出、提示する必要があ

ります。 

◎：必ず提示、提出または、持参

す 

る必要があるもの 

○：いずれか一つ以上の提示が 

必要であるもの（複数の手帳 

の交付を受けている方は、 

交付を受けている全ての手 

帳を提示してください。）

提出するもの 提示するもの 

自
動
車
税
の
み

障
害
者
・自
動
車
の
所
有
者

お
よ
び
運
転
者
の
住
民
票
（※
１
）

（
個
人
番
号
が
省
略
し
て
あ
る
も

の
）

生
計
同
一
証
明
書
（※
１
）

常
時
介
護
証
明
書
（※
１
）

身
体
障
害
者
手
帳

療
育
手
帳

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

自
動
車
検
査
証
（※
２
）

運
転
者
の
運
転
免
許
証

障害者本人が運転する場合    ○ ○ ○ ◎ ◎ 

生計を一に

する者が運

転する場合 

運転者と障害者が同

一世帯にある場合 

◎（世帯全員で続

柄が載ったもの） 
○ ○ ○ ◎ ◎ 

運転者と障害者が別

世帯の場合 
◎  ○ ○ ○ ◎ ◎ 

常時介護する者が運転する場合   ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ 
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※１ 住民票、生計同一（常時介護）証明書は、減免申請前３か月以内に発行されたもの

に限ります。 

生計同一（常時介護）証明書は、下記の場所で交付します。 

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ） 電話２８-９０１７（直通） 

尾西庁舎１階窓口課７番窓口                  電話８５-８３９３（直通） 

木曽川庁舎１階総務窓口課４番窓口             電話８４-０００６（直通） 

※２ 自動車税は既に所有している自動車を減免する場合は減免申請時に、減免申請後

に自動車を購入(登録)する場合は購入(登録)後に自動車検査証または自動車検査

証記録事項帳票の提示が必要です。 

軽自動車税は、減免申請時に自動車検査証または自動車検査証記録事項帳票の

提示が必要です。 

◆申請場所・問合せ先

・自動車税 

愛知県西尾張県税事務所                    電話４５－３１７０（直通） 

・軽自動車税 

本庁舎３階３４番窓口（市民税課税制・諸税グループ）   電話２８－８９６２（直通） 

・生計同一（常時介護）証明書 

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ） 電話２８-９０１７（直通） 
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２ ＮＨＫ放送受信料の免除 

ＮＨＫへ免除申請書を提出した月から受信料が免除されます。 

免除申請には、全額免除と半額免除があります。 

<全額免除>  

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のいる世帯

で、世帯全員が市民税非課税世帯 

<半額免除>  

・視覚、聴覚に障害のある方が、世帯主でありかつ受信契約者である世帯 

・重度の身体障害者１～２級、療育手帳 A判定、精神障害者保健福祉手帳１級 

のいずれかに該当する障害者が世帯主であり、かつ受信契約者である世帯 

◆手続き 

下記の申請場所で申請後、証明書を発行します。その証明書をＮＨＫに提出してく

ださい。 

※転入された方については、世帯全員の市・県民税非課税証明書が必要な場合

があります。 

◆申請に必要なもの 

・障害者手帳 

・印鑑 

◆申請場所

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ）電話２８－９０１７（直通） 

尾西庁舎１階窓口課７番窓口                 電話８５－８３９３（直通） 

木曽川庁舎１階総務窓口課４番窓口             電話８４－０００６（直通） 

◆問合せ先 

ＮＨＫふれあいセンター 

電話０５７０－０７７－０７７ 午前９時～午後６時  

FAX０４５－５２２－３０４４ 

３ 携帯電話料金の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象に、

各携帯電話会社で基本使用料等が割引となる場合があります。 

◆問合せ先 

各携帯電話会社 



- 49 - 

４ 郵便料金の免除・軽減 
（１） 点字郵便局等郵便料金の免除および減額

点字郵便物等の郵便料金を免除または通常料金より安い金額設定で送ることが

できる制度です。対象となる郵便物は次のとおりです。 

（２） 青い鳥郵便葉書の無償配付
次の方法で申し込みをされた重度の障害のある方に通常郵便葉書を無料配付

します。配付は、単年の取り扱いであるため、受付期間等は事前に郵便局へお問

い合わせください。

◆対象者

重度の身体障害者（１級または２級）、重度の知的障害者（Ａ判定） 

◆配付枚数

   １人につき２０枚まで 

◆申し込み受付期間

毎年４月１日～５月末日(予定)（土・日・祝休日除く） 

◆申し込み方法

郵便局に備えつけの申込書に必要事項を記入し、手帳を提示して申し出てくだ

さい。 

郵送による申し込みもできます。記入事項等詳しくは郵便局へお尋ねください。 

◆配付期間

毎年４月２０日以降(予定)（土・日・祝日除く） 

◆問合せ先

最寄りの郵便局または 

日本郵便株式会社お客様サービス相談センター電話（０１２０）２３－２８－８６（フリーダイヤル） 

午前８時～午後９時 

項 目 内      容

点字郵便物 点字のみを掲げたものを内容とするもの 

特定録音物等郵便物 

視覚障害者用の録音物または点字用紙を内容と

するもので、点字図書館等の指定された施設から

差し出し、または宛てて差し出されるもの 

点字ゆうパック 点字のみを内容とするゆうパック

聴覚障害者用ゆうパック 

指定された聴覚障害者福祉施設等と聴覚障害者

との間におけるビデオテープ・その他録画物の貸

し出しまたは返却のために発受するゆうパック 

心身障害者用ゆうメール

指定された図書館等と身体に重度の障害のある方

等との間で、図書の閲覧をするために発受するゆ

うメール


